
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守山市にお住まいの方が、より充実して図書館をご利用いただけるよ

う、令和８（2026）年 1 月 15 日より、下記の通り利用条件を一部変

更します。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

草津市・野洲市・栗東市にお住まいの方 

●予約・リクエストはできません 
令和８年(２０２６年)１月１５日からの変更です。１月１４日までは従来通りご利用いただけます。 

＊本館ならびに北部図書館からの取寄せも含みます。 

 

令和８年(2026年)１月１５日からは、以下の通りになります 

  貸出 予約・リクエスト 

変

更

な

し 

守山市にお住まいの方 

ふるさと納税をされた方 
変更なし 

15冊まで 

 

変更なし 

市外より守山市に通勤・通学の方 

変

更

あ

り 

草津市・栗東市・野洲市にお住まいの

方、通入院で貸出ｶｰﾄﾞをお持ちの方 

変更なし 

１５冊まで 

 

できません 

＊ふるさと納税で貸出カードを作られた方は今までどおりご利用いたげます。 

草津市・野洲市・栗東市 

にお住まいの方、 

通入院で貸出カードをお持ちの方へ 

（令和８年１月１５日からの利用条件変更のお知らせ） 



＊＊＊ お知らせ ＊＊＊ 

●１/14 までにお申込みいただいた予約・リクエスト本は、１/15 以降

にも随時ご提供します。 

●１/１５ 以降は、守山市立図書館の棚にない資料（貸出中、未所蔵）

は予約・リクエストができません。お住いの街の図書館へお問い合わせ

ください。 ＊本館ならびに北部図書館からの取寄せも含みます。 
 

 

 

草津市・栗東市・野洲市にお住まいの方で、守山市に通勤・通学されて

いる方は、今までと同じ条件でご利用いただけます。 

 

 
 
新規登録・更新の際に以下のような証明書をご提示ください。 

【在勤・在学の証明となるもの】 

■ 在勤証明 ＊守山市に勤めていることが記述していること  

社員証、雇用証明書（雇用期間を記載しているもの）、任用通知書。証明書がな

い場合、図書館所定の在勤証明書にご記入のうえ、ご提出ください。 

 
☆★通勤で貸出カードを作成できる方は、 

以下①～③の条件をすべて満たす場合となります。★☆ 

①守山市内の事業所（本社・支店等）または学校に勤務・通学している 

②勤務日数が週３日かつ週 12時間以上である 

③３か月を超えて勤務する予定がある 

 

 

■ 在学証明 

学生証、生徒手帳（住所の記載があるもの） 

 

 

ご不便・ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 


